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台風19号以前
高田水位観測所

〈関川〉洪⽔を安全に流すハード対策の令和３年末時点の整備状況︓河道掘削

カ テ ゴ リ ハード対策（河道掘削）
内 容 洪⽔を安全に流すため、河道維持掘削の推進
実施主体 国⼟交通省⾼⽥河川国道事務所

河道掘削 上越市北城地先

（様式2-取組概要）

関 川

河道掘削（台⾵19号以前）

頸城区

上越市

上越市

板倉区

佐内橋

信越本線

港橋

古城橋

戸野目川

御館川

荒
川
橋

直
江
津
橋

信
越
本
線

大瀬川

儀明川

青田川

矢代川

櫛池川

別所川

謙
信
公
大
橋

関
川
大
橋

高
速
道
路
橋

春
日
山
橋

上
越
大
橋

上越工業用取水堰

稲
田
橋

中
央

橋

今
池

橋

高
田

大
橋

k

頸城区

佐内橋

信越本線

港橋

古城橋

戸野目川

御館川

荒
川
橋

直
江
津
橋

信
越
本
線

正善寺川

大瀬川

儀明川

青田川

櫛池川

謙
信
公
大
橋

関
川
大
橋

春
日
山
橋

中
央

橋

今
池

橋

高
田

大
橋

k

V=14,000m3

Ｒ３実施箇所

様式作成機関︓⾼⽥河川国道事務所
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L=0.47／0.47km

L=0.04km／0.04km

（姫川）洪⽔を安全に流すハード対策の令和３年度末時点の整備状況:堤防侵⾷対策（⻄中護岸完成）

カ テ ゴ リ ハード対策（河道掘削・急流河川対策・河道拡幅）
内 容 洪⽔を安全に流すため、及び危機管理型のハード対策の推進
実施主体 国⼟交通省⾼⽥河川国道事務所

（様式2-取組概要）

堤防侵⾷対策︓⽷⿂川市⻄中地先

姫 川

（R3 L=0.20km
完成⾒込）

R3施⼯状況（埋戻前） 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付状況

R3実施箇所

凡例

浸水想定区域

凡例

令和２年度当初まで

令和２年度補正

様式作成機関︓⾼⽥河川国道事務所
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防災教育の専⾨家である上越教育⼤学⼤学院 ⼭縣教授の協⼒のもと、上越市⽴春⽇新⽥⼩学校
4年⽣を対象に、出前講座「川の防災学習」を実施しました。
【実施概要】

・対 象︓上越市⽴春⽇新⽥⼩学校4年⽣（2クラス 計57名）
・内 容︓第1回（R3.10.13）︓川の防災に関する基礎学習

・災害の種類、過去の⽔害、洪⽔が起こる理由などについて授業しました。
第2回（R3.10.22）︓川の防災に関する現地学習

・洪⽔時に危ない場所や避難場所の確認や、⽔害体験者からの聞き取りを⾏いました。
第3回（R3.11.04）︓川の防災に関する⾃⼰学習

・校区内にある洪⽔時に危ない場所や避難場所を⼦供たちに調べてもらいました。

カ テ ゴ リ 平時から住⺠等への周知・教育・訓練に関する取組の実施
内 容 有識者を招いた⽔災害教育の実施
実施主体 国⼟交通省⾼⽥河川国道事務所、国⽴⼤学法⼈上越教育⼤学

第2回 現地学習の様⼦第1回 基礎学習の様⼦ 第3回 ⾃⼰学習の様⼦

（様式2-取組概要） 様式作成機関︓⾼⽥河川国道事務所
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⾼⽥河川国道事務所では、出前講座を活⽤し、流域の⼩中学校4校162名に⽔防災等に関する
説明を⾏いました。⼩中学⽣向け検討ツールを活⽤しながら、マイ・タイムラインについて学び
ました。
【実施概要】
〈関川流域〉①R3.07.15（⽊） 妙⾼市⽴斐太北⼩学校4年⽣ 14名

②R3.09.28（⽕） 上越市⽴稲⽥⼩学校4年⽣ 58名
③R3.12.08（⽔） 上越市⽴⼤和⼩学校4年⽣ 23名
④R3.12.23（⽊） 上越市⽴柿崎中学校2年⽣ 56名

〈姫川流域〉①R3.07.12（⽉） ⽷⿂川市⽴⼤野⼩学校4年⽣ 11名

カ テ ゴ リ 平時から住⺠等への周知・教育・訓練に関する取組の実施
内 容 ⽔防災等に関する出前講座の実施
実施主体 国⼟交通省⾼⽥河川国道事務所

妙⾼市⽴斐太北⼩学校での出前講座の様⼦

（様式2-取組概要）

上越市⽴稲⽥⼩学校での出前講座の様⼦ 上越市⽴⼤和⼩学校での出前講座の様⼦

様式作成機関︓⾼⽥河川国道事務所
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クラウド対応の危機管理型⽔位計（関川8箇所、保倉川4箇所、姫川5箇所）を設置。インター
ネットサイト（川の⽔位情報（危機管理型⽔位計））により公開運⽤中。

カ テ ゴ リ 円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する取組の実施
内 容 危機管理型⽔位計の配置計画の⾒直し・検討
実施主体 国⼟交通省⾼⽥河川国道事務所

（様式2-取組概要）

※危機管理型水位計を設置
している都道府県に着色

【表示例】危機管理型水位計運用システム（パソコン画面）

横断面図画面

さらに拡大
すると

観測所アイコンを選択

※危機管理型水位計を設置
している市区町村に着色

関
川

姫
川

関
川保倉川

https://k.river.go.jp/
↑ここをクリック

（パソコン・スマートフォン共通）

危機管理型
水位計に加え
通常の水位計
及び河川ｶﾒﾗ

も表示

マウスや
指で地図の

拡大・縮小、
移動が可能

様式作成機関︓⾼⽥河川国道事務所
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新潟県と関係⾃治体、消防署、消防団とが合同で、出⽔時に注意が必要な重要⽔防箇所や樋
⾨・樋管などの河川管理施設の確認を⾏うとともに、⽔防資材の備蓄状況の点検も実施しました。
【実施概要】
〈関川流域〉

・実施場所︓①関川上流域（重要⽔防箇所や河川管理施設 等）
②関川下流域（下箱井⽔防倉庫、塩屋緊急資材倉庫、稲⽥⽔防倉庫）

・実施時期︓①令和３年6⽉１⽇
②令和３年5⽉20⽇

〈姫川流域〉
・実施場所︓姫川流域（⼤野緊急資材倉庫や重要⽔防箇所、河川管理施設 等）
・実施時期︓令和３年5⽉26⽇

カ テ ゴ リ ⽔防活動の効率化及び⽔防体制の強化に関する取組
内 容 重要⽔防箇所の合同巡視の実施
実施主体 国⼟交通省⾼⽥河川国道事務所

（様式2-取組概要）

姫川 ⽔防資材備蓄状況の点検、重要⽔防箇所の確認関川 ⽔防資材備蓄状況の点検、重要⽔防箇所の確認

様式作成機関︓⾼⽥河川国道事務所
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関川・姫川における⽔害の防⽌⼜は軽減のために、関川・姫川⽔防連絡会総会を開催し、⽔防
に関する連絡及び調整を図りました。
【実施概要】

・開催⽇時︓令和３年４⽉22⽇(⽊) 
・会 場︓⾼⽥河川国道事務所 ⼤会議室
・構成機関︓関川・姫川⽔防連絡会
洪⽔時の迅速な情報共有を図るため、各関係機関とともに情報伝達訓練を実施しました。

【実施概要】
・開催⽇時︓平成３年4⽉20⽇(⽕) 
・会 場︓⾼⽥河川国道事務所 災害対策室 ほか
・構成機関︓関川・姫川⽔防連絡会

カ テ ゴ リ ⽔防活動の効率化及び⽔防体制の強化に関する取組
内 容 ⽔防連絡会（令和３年度関川・姫川⽔防連絡会総会）、情報伝達訓練の実施
実施主体 国⼟交通省⾼⽥河川国道事務所

（様式2-取組概要）

関川・姫川⽔防連絡会 総会状況 情報伝達訓練の状況

様式作成機関︓⾼⽥河川国道事務所

- 8 -



カ テ ゴ リ 排⽔作業準備計画（案）の作成及び排⽔訓練の実施
内 容 ⼤規模⽔害を想定した排⽔作業準備計画（案）の検討
実施主体 国⼟交通省⾼⽥河川国道事務所

（様式2-取組概要）

⼤規模⽔害時の⼀刻も早い社会経済の回復に寄与するものとして、⼤規模⽔害を想定した関川
の排⽔作業準備計画を検討している。排⽔作業準備計画は、氾濫状況に応じて排⽔作業の進め⽅
等を検討・決定する上で必要な基礎資料を事前に準備、整理しておくもので、関係者で共有する。

関川右岸と保倉川左岸に囲まれた氾濫ブロックＲ２について氾濫特性を踏まえた課題を整理。

破堤から72時間後で

あっても広範囲に浸
水が残る

洪水氾濫シミュレーション図（想定最大規模）

関川右岸7.2kが破堤した場合（Ｒ２氾濫ブロック）

破堤から72時間後

【樋管全閉】

【Ｒ２ブロックの氾濫特性・排水機構と課題】
・氾濫水は関川、保倉川、戸野目川に設置された樋管等から排水。
・関川の外水位の低下は早く、樋管ゲートが開放されれば、概ね24 時間で自
然排水が可能であるが、大規模氾濫時は樋管は全閉状態なため排水が進ま
ない。（72時間後でも浸水が継続したまま）

・関川下流部（特殊堤区間）、保倉川、戸野目川の樋管までの進入ルートは浸
水しており、進入することは困難。

・進入可能箇所より段階的に進めて行く排水手順の検討が必要。

氾濫特性・排水機構
の把握

（計画の必要性が高
い氾濫ブロック抽出）

＜自然排水が可能な箇所＞
・氾濫水排除に効果的な排水施設抽出
・管理者との連絡体制、待避場所、進入ルート
＜自然排水が困難or時間がかかる箇所＞
・排水ポンプ車等の配置検討
（窯場、排水先・進入ルート・待避場所など）

・関係機関との連絡調整・協
定等の検討

・排水実働訓練の実施

・排水実働訓練をふまえた排
水作業準備計画の見直し

【排水作業準備計画の検討フロー】

資料収集・整理

・浸水想定区域内の役場等の重要施設、上下水道等のインフラ施設、大規模工場等の位置図
・排水系統図、排水施設等（河川、水路、排水機場、水門、樋門等）の配置図、構造図
・排水施設等の操作規則、浸水深に応じた稼働条件、管理者、連絡先

【今後の取り組み】
・関係機関（各排水施設等の管理者等）と情報共有、連携しながら排水作業準
備計画を作成

様式作成機関︓⾼⽥河川国道事務所
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令和3年5⽉16⽇、関川・姫川⽔防連絡会（⾼⽥河川国道事務所、上越地域振興局地域整備部、
⽷⿂川地域振興局地域整備部、⽷⿂川市、上越市、妙⾼市、上越地域消防局、上越地域振興局農
林振興部、中部電⼒(株)）による姫川⽔防訓練を⽷⿂川市寺島地先にて実施しました。

訓練には、総勢169⼈が参加し、⽔防⼯法の訓練を⾏いました。令和3年度からの新たな⽔防
⼯法として、三⾓⽔のうを実施しました。

カ テ ゴ リ ⽔防活動の効率化及び⽔防体制の強化に関する事項
内 容 ⽔防実働訓練の実施
実施主体 北陸地⽅整備局、新潟県、上越市、⽷⿂川市、妙⾼市ほか

●シート張り⼯－堤防法⾯への設置 ●積み⼟のう⼯－⼟のう積み作業 ●⽊流し⼯－堤防法⾯への設置

●⽉の輪⼯－⼟のう据付・⼟砂充填 ●三⾓⽔のうー設置作業 ●⾞両展⽰－排⽔ポンプ⾞、照明⾞

様式作成機関︓⾼⽥河川国道事務所（様式2-取組概要）
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カ テ ゴ リ ⽔防活動の効率化及び⽔防体制の強化に関する取組
内 容 Web会議システムの推進
実施主体 国⼟交通省⾼⽥河川国道事務所

（様式2-取組概要） 様式作成機関︓⾼⽥河川国道事務所
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実際の危険度と24時間前に予想した「1⽇先の危険度分布」との⽐較（令和元年東⽇本台⾵）

いずれも洪⽔予報河川の外⽔氾濫は対象としていない。令和元年東⽇本台⾵（台⾵第19号）の事例を事後に検証したもの。

■・・・注意報基準を超過
■・・・警報基準を超過
■・・・警報基準を⼤きく超過した基準を超過

実況予測 10⽉11⽇21時時点の
24時間先までの最⼤危険度

10⽉11⽇21時10分〜12⽇21時の
最⼤危険度

■・・・予測で注意報基準を超過
■・・・予測で警報基準を超過
■・・・予測で警報基準を⼤きく超過した基準を超過

1kmごとに予測される
危険度を5kmメッシュ
に変換しつつ、周辺９
格⼦の最⼤値

1時間先から24時間先までの
最⼤の危険度を提供

・今年度は台⾵事例に限って情報提供を⾏い、⼟砂災害警戒情報の基準または洪⽔の「基準Ⅲ」（警報基準を
⼤きく超過した基準）の超過を広い範囲で予測している場合に、記者会⾒、共同取材等で警戒を呼びかける。

最⼤危険度予測（⼟砂災害・浸⽔害・洪⽔）を⽤いた警戒呼びかけ
これまで気象情報等で今後の⾬の⾒通しを「予想⾬量」により伝えてきたが、あわせて1⽇程度先ま

での災害危険度の分布を⽰すことで、⾬量だけでは伝えきれなかった災害イメージを持ってもらう。

引き続き、事例検証
を重ね、⾃治体や報
道機関の意⾒も踏ま
えながら、次年度以
降も運⽤の改善を
図っていく。

カ テ ゴ リ ソフト対策（情報伝達、避難計画等に関する事項）⽔位・気象情報等の情報発信
内 容 最⼤危険度予測（⼟砂災害・浸⽔害・洪⽔）を⽤いた警戒呼びかけ
実施主体 新潟地⽅気象台

様式作成機関︓新潟地⽅気象台（様式2-取組概要）
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 キキクル（危険度分布）の課題︓令和３年５⽉に災害対策基本法が改正され、避難情報が変更となったが、
① 警戒レベルのカラーコードとキキクル（危険度分布）のカラーコードが⼀致していない。
② ⼤⾬特別警報は、市町村単位で発表されるが、市町村は警戒レベル５緊急安全確保の発令対象区域の判断が困難。

⼤⾬・洪⽔警報 ⼟砂災害警戒情報
警戒レベル３相当 警戒レベル４相当

キキクル︓
警戒

キキクル︓
⾮常に危険

危険度分布︓※1

極めて危険（⼟砂災害）

警戒レベル５相当

キキクル︓
極めて危険

⼤⾬特別警報

⾼齢者等避難 避難指⽰
警戒レベル３ 警戒レベル４ 警戒レベル５

緊急安全確保

危険度分布︓
警戒

※ ⼤⾬特別警報（⼟砂災害）は、⼟砂キキクルの技術を活⽤した1kmメッシュ
毎の基準値は設定済みだが、⼤⾬特別警報（浸⽔害）については、まだキキク
ルの技術を活⽤した1kmメッシュ毎の基準値は未設定。

※ ⼤⾬特別警報（⼟砂災害）は、⼟砂キキクルの技術を活⽤した1kmメッシュ
毎の基準値は設定済みだが、⼤⾬特別警報（浸⽔害）については、まだキキク
ルの技術を活⽤した1kmメッシュ毎の基準値は未設定。

②キキクル「⿊」が無く、市町村は警戒レベル５緊急安全
確保の発令対象区域の判断が困難。

①警戒レベルのカラーコード
と⼀致していない。

警戒
レベル

警戒
レベル
相当
情報

⼤⾬・洪⽔警報の危険度分布について今後技術的な改善を進め、警戒レベル５に相当する危険度分布「⿊」を新設するまでの間、危
険度分布の「極めて危険（濃い紫）」を、⼤⾬特別警報が発表された際の警戒レベル５緊急安全確保の発令対象区域の絞り込み
に活⽤する。（「避難情報に関するガイドライン」（内閣府））

カ テ ゴ リ ソフト対策（情報伝達、避難計画等に関する事項）⽔位・気象情報等の情報発信
内 容 キキクル（危険度分布）の改善︓警戒レベル４相当の紫への⼀本化、警戒レベル５

相当の⿊の新設
実施主体 新潟地⽅気象台

様式作成機関︓新潟地⽅気象台（様式2-取組概要）

- 13 -



キキクル（危険度分布）の改善（案）:令和４年度予定

現
状

改
善
後

 ⼟砂キキクル

今後の情報等に留意

極めて危険
⾮常に危険【警戒レベル４相当】
警戒 【警戒レベル３相当】
注意 【警戒レベル２相当】

 ⼤⾬特別警報の基準値への到達を⽰す「災害切迫(仮)」（⿊）を警戒レベル５相当として新設するとともに、これまでの
「⾮常に危険」（うす紫）と「極めて危険」（濃い紫）を統合し、警戒レベル４相当の「危険(仮)」（紫）に⼀本化する。

 これにより、警戒レベルとの齟齬を解消し、警戒レベル相当情報としてより分かりやすく危険度を伝える。

 浸⽔キキクル

今後の情報等に留意

極めて危険
⾮常に危険
警戒
注意

 洪⽔キキクル 極めて危険
⾮常に危険【警戒レベル４相当】
警戒 【警戒レベル３相当】
注意 【警戒レベル２相当】
今後の情報等に留意

 キキクル通知
サービス

極めて危険 【災害発⽣のおそれ】
⾮常に危険【警戒レベル４相当】
警戒 【警戒レベル３相当】
注意 【警戒レベル２相当】
今後の情報等に留意

 ⼟砂キキクル

今後の情報等に留意

災害切迫 【警戒レベル５相当】
危険 【警戒レベル４相当】
警戒 【警戒レベル３相当】
注意 【警戒レベル２相当】

 浸⽔キキクル

今後の情報等に留意

災害切迫 【警戒レベル５相当】
危険
警戒
注意

 洪⽔キキクル 災害切迫 【警戒レベル５相当】
危険 【警戒レベル４相当】
警戒 【警戒レベル３相当】
注意 【警戒レベル２相当】
今後の情報等に留意

 キキクル通知
サービス

災害切迫 【警戒レベル５相当】
危険 【警戒レベル４相当】
警戒 【警戒レベル３相当】
注意 【警戒レベル２相当】
今後の情報等に留意

※ 指定河川洪⽔予報や特別警報・警報・注意報の扱いに変更はない。
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（参考）新たな⼤⾬特別警報（浸⽔害）の指標、基準値設定の考え⽅

「防災気象情報の伝え⽅に関する検討会」の令和元年度報告書（令和2年3⽉31⽇）において、
新たな基準値は「⼤規模な床上浸⽔等を引き起こす⽔害」を基に設定するとの⽅向性

⼤⾬特別警報（浸⽔害）の基準値設定に⽤いる災害

基準

Ⅳ
特別警報の指標
に⽤いる基準値

⼤規模な浸⽔害を⾼い確度で適中させるよう指標、基準値を設定

中⼩河川氾濫に起因する⼤規模な浸⽔害を適
中させるように流域⾬量指数の指標、基準値
を設定

内⽔氾濫に起因する⼤規模な浸⽔害を適中さ
せるように表⾯⾬量指数の指標、基準値を設
定

基準値以上となる１km四⽅の格⼦が⼀定数以上まとまって出現する状況

⼤⾬特別警報（浸⽔害）の新たな指標（案）

※ 新たな⼤⾬特別警報（浸⽔害）の発表条件等の詳細は別途、ご連絡します。

洪⽔キキクル「災害切迫」（⿊）の判定に⽤いる。 浸⽔キキクル「災害切迫」（⿊）の判定に⽤いる。

「50年に⼀度の値」に代わる指標として検討
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国及び県が公表した新たな想定最⼤規模による洪⽔浸⽔想定に基づき、上越市洪⽔ハザード
マップを、更新し、市⺠の全⼾、要配慮者利⽤施設及び関係機関等に配布した。
【実施概要】
・対象河川︓既に対応済みの9河川に加え、新たに想定が公表された13河川の想定を追加した。

※追加河川︓儀明川、御館川、国府川、⻘⽥川、⼤瀬川、⽶⼭川、吉川、⼤出⼝川、
名⽴川、櫛池川、別所川、雁平川、⼤熊川

・配布時期︓令和3年8⽉末
・配布先 ︓① 市⺠全⼾︓約75,000世帯

② 要配慮者利⽤施設︓約600施設
③ 関係機関等︓約10機関

カテゴリ 想定最⼤規模降⾬に対応した洪⽔ハザードマップの改良・周知
内 容 想定最⼤規模降⾬に対応した洪⽔ハザードマップを更新し住⺠へ配布
実施主体 上越市

表紙 背表紙 マップ⾯

様式作成機関︓上越市（様式2-取組概要）
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令和３年３⽉１３⽇、⽷⿂川市ビーチホールまがたまにおいて、令和２年度防災リーダー研修
を開催し、新型コロナウイルス感染症流⾏を踏まえ、避難⾏動における感染症対策について研修
しました。
【実施概要】

・⽇ 時︓令和３年３⽉１３⽇（⼟） 午前・午後の２回
・参加者︓⾃主防災組織・⾃治会の役員等 ６２地区８２名
・講 師︓⽇本⾚⼗字北海道看護⼤学災害対策センター 根本昌宏教授
・演 題︓「感染症対策を施した災害時避難を実現するために」

写 真 写 真 写 真

カ テ ゴ リ 平時からの住⺠等への周知・教育・訓練に関する事項
内 容 防災リーダー研修の開催
実施主体 ⽷⿂川市

ＷＥＢによる講演令和２年度⽷⿂川市防災リーダー研修会 広い会場で分散しての実施

様式作成機関︓⽷⿂川市（様式2-取組概要）
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流下能⼒を確保し、洪⽔を安全に流下させるため、河川内の伐⽊と河道掘削を実施しています。
また、堤防の侵⾷・崩壊の進⾏を遅らせるため、堤防天端舗装も実施しています。

【Ｒ３実施河川】
・伐⽊、河床掘削 関川ほか７河川で実施。引き続き実施予定。
・堤防天端舗装 ⼾野⽬川で実施。

カ テ ゴ リ 円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項の実施
内 容 河川内の伐⽊および河道掘削
実施主体 新潟県 上越地域振興局 地域整備部

⼀級河川 ⼾野⽬川（堤防天端舗装）⼀級河川 ⼤熊川（伐⽊） ⼀級河川 儀明川（河床掘削）

様式作成機関︓新潟県上越地域振興局地域整備部（様式2-取組概要）
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上越地域振興局地域整備部では、管内で初となる｢マイ・タイムライン教室｣を⾏いました。
【実施概要】

・実施校︓上越市⽴⼤島中学校（上越市⼤島区） 全校⽣徒20名が参加
・⽇ 時︓令和３年11⽉26⽇(⾦) 13:40〜15:30(5限,6限)
・内 容︓①⾃分が住む地域の特徴とハザードマップを学ぶ。

②警戒レベルの意味や避難時の注意点を学び、マイ・タイムラインを仕上げる。

カ テ ゴ リ 情報伝達、避難計画等に関する取組の実施
内 容 マイ・タイムライン作成の普及促進・⽀援
実施主体 新潟県上越地域振興局 地域整備部

様式作成機関︓新潟県上越地域振興局地域整備部

ハザードマップの⾒⽅や警戒
レベルの意味などについて
学習

グループワークで避難前の準
備、避難時の注意点、災害か
ら⾝を守るために⾃分たちが
できることを話し合い、発表

２時間の学習成果を踏まえ、
各⾃が「マイ・タイムライン」を仕上げた

マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
教
室
の
様
⼦

（様式2-取組概要）
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流下能⼒を確保し、洪⽔を安全に流すため、河川内の伐⽊を実施しました。
【実施河川】（姫川⽔系）

■河川維持⼯事
・下⼤野川（⽷⿂川市⼤野）

伐⽊前 伐⽊後

カ テ ゴ リ 河道維持
内 容 洪⽔を安全に流すための対策の推進
実施主体 新潟県 ⽷⿂川地域振興局 地域整備部

様式作成機関︓新潟県⽷⿂川地域振興局地域整備部（様式2-取組概要）
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⽷⿂川地域整備部では学校教育を通じて家庭や地域にマイ・タイムラインを普及し、主体的な
避難⾏動により⼈命を守るため、県⽴⽷⿂川⽩嶺⾼校において「新潟県マイ・タイムライン研
修」を⽷⿂川市と協同で実施しました。
【実施概要】

・⽇ 時︓令和３年９⽉１７⽇、２４⽇（計２回開催）
・対 象︓県⽴ ⽷⿂川⽩嶺⾼校 １年⽣ ９９名
・内 容︓① ⾃分が住む地域の特徴とハザードマップを学ぼう

② 洪⽔・⼟砂災害の仕組みを学ぼう
③ 警戒レベルの意味を理解し、豪⾬時に得るべき情報を調べよう
④ マイ・タイムラインを仕上げよう

カ テ ゴ リ 平時からの住⺠等への周知・教育・訓練に関する取組の実施
内 容 出前講座 「新潟県マイ・タイムライン教室」 を実施
実施主体 新潟県 ⽷⿂川地域振興局 地域整備部

様式作成機関︓新潟県⽷⿂川地域振興局地域整備部（様式2-取組概要）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

2）今後の進め方
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■マイタイムライン作成
の普及促進・支援の取組

令和3年度平成29年度 平成30年度
平成31年度

～令和元年度
令和2年度

出⽔期前

・水防法第15条の９及び
第15条の10に基づく
法定協議会への移行

・大規模氾濫減災協議会
制度に基づく関川・姫川
流域の減災に関わる取組
方針の作成

フォローアップ
追加、修正

H29.12.26
第4回
幹事会

H30.4.18
第4回
協議会

※以降のスケジュールは適宜設定する

 幹事会及び協議会は毎年出水期前に開催し、取組の進捗状況を確認するとともに、実施した取組について習熟、
改善を図るなど、継続的なフォローアップを毎年行う。

今後の進め方

出⽔期前

■防災教育の促進

H30.12.21
第6回
幹事会

R1.5.16
第7回
幹事会

H30.8.27
第5回
幹事会

フォローアップ
追加、修正

R1.5.30
第5回
協議会

■水害からの高齢者（要配
慮者）の避難行動の理解
促進に向けた取組

R2.3.30～4.24
第8回幹事会
（持回り開催）

R2.5.15～6.10
第6回
協議会

（持回り開催）

フォローアップ
追加、修正

フォローアップ
追加、修正

出⽔期前

R3.3.23
第9回幹事会

(WEB開催)

R2.7.13
第7回
協議会
(WEB開催)

出⽔期前

令和4年度

出⽔期前

R3.4.22
第8回
協議会
(WEB開催)

フォローアップ
追加、修正

関川・姫川流域の減災に係る取組方針の策定から5年経過

■今後５年間の
関川・姫川流域
の減災に係る取
組方針の改定

R4.3.23
第10回幹事会

(WEB開催)

R4.4.27
第9回
協議会
(WEB開催)

今後5年間の取組方針の改定
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